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安全帯の適正使用について
標記の件、８月２日に他社の建築現場において、安全帯の不適正使用を直接原因とする死亡墜落災害が発生しました。（災害の概要は、別添資料「安全帯は大丈夫？」を参照のこと）
本来、高所作業においては作業床の設置を最優先とし、それが著しく困難な場合に限り安全帯が使用されるべきですが、墜落防止措置の最終手段としての安全帯も常に有効な機能を確保しておかなければなりません。今般の災害は、カラビナを使った安全帯の改造と用途外の使用により発生しています。

つきましては、高所作業において安全帯を使用する場合は、下記の事項を遵守されるよう会員各社への周知をお願い致します。

記
１．一本つり専用安全帯のＵ字つり使用禁止
※　一本つり専用安全帯は、安定した足場があって身体を保持しなくてもよい作業に使用されるもので、常時体重をかけて使用する構造、強度となっていない。

２． 改造安全帯の使用禁止

（１）安全帯用パーツとして市販されている部品を取付ける等の改造は行わない。

（２）カラビナは手持工具掛けの用途に限り使用する。

※　安全帯を使用する場合は、労働安全衛生法第42条の規定に基づき定められた「安全帯の規格」を満たしたものでなければ使用してはならない。安全帯としての構造および部品の強度・形状等の要件を確認されていない自作(改造)安全帯の使用は認められない。

以　上










